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Ⅰ．調査の概要 
  

１．目的 

本調査は、県内の民間事業所の経営者及び男女労働者を対象として、育児・介護休業

制度や柔軟な働き方制度の運用状況等の実態と意識を把握し、仕事と家庭の両立ができ

る職場環境の整備や男女共同参画社会の推進に関する施策の基礎資料を得ることを目的

とする。 

 

２．調査地域 

福岡県全域 

 

３．調査対象及び抽出方法 

 

（1）事業所調査 

労働者数５人以上の民間事業所 1,500 事業所  

令和４年経済センサス基礎調査の内容を記録した電子データから、労働者数 5 人以上の民

営事業所を対象に、産業別・規模別・地域別に比例して無作為抽出。 

 

（2）労働者調査 

事業所調査の対象事業所に勤務する男女労働者各 1,500 人  

各対象事業所が労働者の中から、男女各１人を任意に選出。 

 

 

４．調査方法 

郵送法（インターネット回答） 

 

５．調査基準日 

事業所調査：令和５年 10 月１日 

労働者調査：令和６年 ６月１日 

 

６．配布・回収状況 

調査対象数に対する回収率は、以下のとおりである。 

 

調査対象区分 配布数 有効回収数 有効回収率 

事業所 1,500 所 331 所 22.1％ 

労働者（女性） 1,500 人 292 人 19.5％ 

労働者（男性） 1,500 人 226 人 15.1％ 

 

７．実施主体・実施機関 

実施主体：福岡県福祉労働部労働局労働政策課 

実施機関：㈱ジック福岡事務所 

 

８．報告書（概要版）を読む際の留意点 
前回調査（福岡県雇用均等・仕事と家庭の両立実態調査）は平成 28 年 10 月に実施

したものである。  
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Ⅱ．福岡県の働く男女の現状 
 

１．福岡県の男女有業者数 

 
◇県内における 15 歳以上の女性の人口は 237 万 600 人で、そのうち 52.6％にあたる 124 万

7,300 人が何らかの仕事に就いている有業者です。 

◇県内における 15 歳以上の男性の人口は 207 万 9,400 人で、そのうち 67.6％にあたる 140

万 5,600 人が何らかの仕事に就いている有業者です。 

 
＜男女有業者数（福岡県）＞        （千人） 

 
総務省：令和４年就業構造基本調査 

 

２．女性の年齢階級別労働力率 

 
◇15 歳以上の女性人口に占める女性労働人口の割合（労働力率）は、子育て世代にあたる 30

代前半に一旦低下し、育児が落ち着いた時期に再び上昇するいわゆるＭ字カーブを描くと

されていますが、30～34 歳の労働力率が上昇傾向にあることから、Ｍ字の谷の部分は浅く

なってきています。 

 

＜女性の年齢階級別労働力率（福岡県）＞ 

 
総務省：国勢調査

雇用者 1,169

自営業主 54

家族従業者 22

雇用者 1,245

自営業主 154 家族従業者 4

女性 1,247男性 1,405

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

平成12年度 平成17年度 平成22年度 平成27年度 令和２年度

15 歳以上人口 

女性：2,371 

男性：2,079 
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Ⅲ．労働者の雇用管理と就業実態 
 

１．事業所と労働者の男女の取扱いに対する意識＜事業所調査・労働者調査＞ 

 
＜事業所＞ 

◇『均等感』の割合はいずれの項目においても８割を超えています。 

◇最も『均等感』の割合が高いのは「教育訓練及び研修の機会」（87.6％）です。 

 

＜労働者＞ 

◇『均等感』の割合は、男女共「教育訓練及び研修の機会」が最も高く、女性が 74.3％、

男性が 79.6％となっており、いずれも７割を超えています。 

◇『不均等感』の割合は、女性は「昇進・昇格」（22.9％）が最も高く、男性は「仕事の内

容・分担」（28.8％）が最も高くなっています。 

 

＜事業所と労働者の比較＞ 

◇事業所調査と労働者調査を比較すると、『均等感』の割合は雇用管理をする側（事業所）

が、管理される側（労働者）より高い傾向があり、『不均等感』の割合はその逆の傾向に

あります。 

◇労働者調査を性別にみると、男性は女性に比べて『不均等感』の割合が高く、雇用管理

をする側・される側、男性・女性で意識の違いがあります。 

 

 

 

 
 

 
※『均等感』=「均等である」＋「どちらかといえば均等である」 

 『不均等感』=「均等でない」＋「どちらかといえば均等でない」 

  

55.3

33.6

32.7

57.4

28.8

33.6

72.5

45.5

52.7

63.1

28.8

34.1

26.3

32.2

31.4

24.2

33.6

35.8

15.1

28.8

27.0

21.5

33.6

34.1

5.1

13.0

15.9

4.8

13.4

12.8

2.1

7.5

9.3

4.8

13.4

16.4

3.9

5.5

12.8

4.2

8.6

11.5

1.5

4.1

4.0

1.8

9.6

8.0

9.4

15.8

7.1

9.4

15.8

6.2

8.8

14.0

7.1

8.8

14.7

7.5

0 20 40 60 80 100

事業所調査

女性

男性

事業所調査

女性

男性

事業所調査

女性

男性

事業所調査

女性

男性

(%)

ア 
仕事の 

内容・分担 

事業所調査（N=331） 

労働者 

調査 

女性（n=292） 

男性（n=226） 

イ 
配置・ 

人事異動 

事業所調査（N=331） 

労働者 

調査 

女性（n=292） 

男性（n=226） 

ウ 

教育訓練 

及び研修

の機会 

事業所調査（N=331） 

労働者 

調査 

女性（n=292） 

男性（n=226） 

エ 昇進・昇格 

事業所調査（N=331） 

労働者 

調査 

女性（n=292） 

男性（n=226） 

 

 
均等感 不均等感 

81.6 9.1 

65.8 18.5 

64.2 28.8 

81.6 9.1 

62.3 21.9 

69.5 24.3 

87.6 3.6 

74.3 11.6 

79.6 13.3 

84.6 6.6 

62.3 22.9 

68.1 24.3 

 

均等である どちらかといえ

ば均等である
どちらかといえ

ば均等でない

均等でない 比較する異性

がいない
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２．最近３年間の職務上の地位の変化＜労働者調査＞ 

 

 
◇最近３年間で職務上の地位が「上がった」と回答した割合は、男性が 35.0％、女性が

23.6％となっており、男性が女性より 11.4 ポイント高くなっています。 

◇前回調査と比較すると、「上がった」の割合は男女ともに増加しており、全体では 2.9 ポ

イント増加しています。 

◇男女年代別にみると、「上がった」の割合は、男性の 30 代で 46.2％となっており、女性

の 30 代と比較すると 21.5 ポイント高くなっています。 

 

 

 

 

 
 

（％） 

 
 上がった 下がった 変わらない 

 全体(N=518) 28.6  2.3  69.1  

性
別 

女性(n=292) 23.6  1.4  75.0  

男性(n=226) 35.0  3.5  61.5  

女
性
年
代
別 

２０代以下(n=31) 32.3 0.0 67.7 

３０代(n=93) 24.7 1.1 74.2 

４０代(n=101) 26.7 1.0 72.3 

５０代(n=50) 18.0 2.0 80.0 

６０代以上(n=17) 0.0 5.9 94.1 

男
性
年
代
別 

２０代以下(n=28) 32.1 3.6 64.3 

３０代(n=91) 46.2 0.0 53.8 

４０代(n=63) 33.3 4.8 61.9 

５０代(n=30) 20.0 6.7 73.3 

６０代以上(n=14) 7.1 14.3 78.6 

 

 

 

  

28.6

23.6

35.0

25.7

20.7

30.9

2.3

1.4

3.5

2.0

1.3

2.7

69.1

75.0

61.5

71.4

76.5

66.1

0.9

1.5

0.4

0 20 40 60 80 100

全体（N=518）

女性（n=292）

男性（n=226）

全体（N=2,237）

女性（n=1,147）

男性（n=1,090）

(%)(%) 

今
回
調
査 

全体（N＝518） 

女性（n＝292） 

男性（n＝226） 

前
回
調
査 

全体（N＝2,237） 

女性（n＝1,147） 

男性（n＝1,090） 

 

上がった 下がった 変わらない 無回答



 

5 

 

労
働
者
の
雇
用
管
理
と
就
業
実
態 

３．女性管理職の登用状況＜事業所調査＞ 

 

 
◇女性管理職が『30％以上』の事業所の割合は 35.5％で、前回調査（33.2％）から 2.3 ポ

イント増加しています。 

 

 

 

 

 

 
 

 

４．女性管理職の職階別割合＜事業所調査＞ 

 

 
◇管理職全体に占める女性の割合（女性管理職比率）は 18.6％で、前回調査（17.3％）か

ら 1.3 ポイント増加しています。 

 

 

 

 前回調査(H28) 今回調査（R5） 

 総数（人） うち女性（人） 女性比率（％） 総数（人） うち女性（人） 女性比率（％） 

全体 12,527 2,162 17.3 11,336 2,103 18.6 

役員 1,378 240 17.4 1,404 282 20.1 

部長相当職 1,852 165 8.9 1,715 179 10.4 

課長相当職 3,939 602 15.3 3,852 618 16.0 

係長相当職 5,358 1,155 21.6 4,365 1,024 23.5 

 

  

35.1

30.2

5.4

12.5

5.7

12.5

18.2

10.2

13.9

14.2

21.6

19.0 1.5

0 20 40 60 80 100

今回調査

前回調査

(%)

今回調査（N=296） 

前回調査（N=600） 

 

０％（いない） 10％未満 10～20％

未満

20～30％

未満
30～50％

未満

50％以上 無回答
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５．女性管理職が少ない理由＜事業所調査＞ 

（複数回答） 

 
◇前回調査と比較すると、「該当する経験、資質、能力、適性を持った者がいない」、「該当

する資格（社内試験合格者を含む）を持った者がいない」、「該当する勤続年数や年齢に

達した者がいない」の割合が減少する一方で、「打診した女性が辞退した」の割合は、7.4

ポイント増加しています。 

 

 

 
 

47.1 

18.8 

18.8 

10.5 

7.3 

5.8 

1.6 

22.5 

51.6 

25.8 

20.7 

3.1 

10.5 

11.7 

5.5 

10.5 

0 10 20 30 40 50 60

該当する経験、資質、能力、適性を持った者がいない

該当する資格（社内試験合格者を含む）を持った者がいない

該当する勤続年数や年齢に達した者がいない

打診した女性が辞退した

家庭的責任との関係で仕事の融通がきかない

男性を管理職に登用するのが慣行である

出産、育児、介護等による一時休職が予想される

その他

今回調査（N=191)

前回調査（N=310)

(%)
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Ⅳ．育児休業制度 

 

１．育児休業を労働者が取得できることの認知状況＜労働者調査＞ 

 
◇育児休業を労働者が申し出た場合に取得できる制度であることは 95.9％が認知してお

り、男女共９割を超えています。 

 
 

 

 

 

 
 

 

２．出生時育児休業制度（産後パパ育休）の認知状況＜労働者調査＞ 

 
◇出生時育児休業制度（産後パパ育休）を知っている割合は 81.5％であり、男性と女性で

大きな差はみられません。 

 

 

 

 

 

 

 
  

95.9

97.6

93.8

4.1

2.4

6.2

0 20 40 60 80 100

今回調査(N=518)

女性(n=292)

男性(n=226)

(%)

81.5

81.2

81.9

18.5

18.8

18.1

0 20 40 60 80 100

全体（N=518）

女性(n=292)

男性(n=226)

(%)

知っている 知らない

知っている 知らない
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３．育児休業制度の利用状況＜事業所調査＞ 

 
◇今回調査で出産した女性の育児休業取得率は 95.7％で、前回調査と比較すると 1.1 ポイ

ント高くなっています。 

◇配偶者が出産した男性の育児休業取得率は 54.6％で、前回調査と比較すると大きく上昇

しています。 

 
 今回調査                      前回調査 

 
＜出産した女性労働者の育休取得状況＞ ＜出産した女性労働者の育休取得状況＞ 

  
＜配偶者が出産した男性労働者の育休取得状況＞ ＜配偶者が出産した男性労働者の育休取得状況＞ 

  
 

 

 

＜育児休業の取得者数、復職者数、退職者数＞ 
（人） 

 今回調査 

女性 男性 

(1)令和４年１０月１日～令和５年９月３０日までに出産した人数   

※男性は配偶者が出産した人数 
729 953 

(2)(1)のうち、令和５年１０月 1 日までに育児休業を取得した人数  698 520 

(3)復職した人数 625 491 

(4)退職した人数 39 16 

 

＜育児休業取得率＞ 
 今回調査 前回調査 

女性 男性 女性 男性 

育児休業取得率 ※上記（2）/（1）  95.7％ 54.6％ 94.6％  3.7％  

育児休業終了後の復職率 ※上記（3）/（2） 89.5％ 94.4％ 94.1％ 100.0％  

 

  

育児休業を取得

した女性労働者

698人

(95.7%)

育児休業を取

得しなかった

女性労働者

31人

(4.3%)

育児休業を取得

した女性労働者

683人

(94.6%)

育児休業を取

得しなかった

女性労働者

39人

(5.4%)

育児休業を取得

した男性労働者

520人

(54.6%)

育児休業を取

得しなかった

男性労働者

433人

(45.4%)

育児休業を取得

した男性労働者

28人

(3.7%)

育児休業を取

得しなかった

男性労働者

735人

(96.3%)

全体：出産した女性労働者（729 人） 全体：出産した女性労働者（722 人） 

全体：配偶者が出産した男性労働者（953 人） 全体：配偶者が出産した男性労働者（763 人） 
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４．男性の育児参加促進の措置＜事業所調査＞ 

（複数回答） 

 
◇男性労働者の育児参加の促進については、「措置は何も講じていない」の割合が 18.1％

と、前回調査（32.7％）から 14.6 ポイント減少しています。 

◇「妻が育児に専念できる場合でも、妻の産後８週間は夫である男性労働者が育児休業を

取得できることを周知する」の割合が 52.0％で最も高くなっています。 

◇前回調査と比較すると、「『ノー残業デー』や『ノー残業ウイーク』の導入などを通じ、

所定外労働の削減を図る」を除くすべての取組の割合が上昇しています。 

 

 

 
  

52.0 

37.8 

28.1 

24.8 

22.1 

21.5 

17.2 

16.9 

13.0 

10.9 

6.0 

18.1 

15.5 

20.8 

14.3 

21.3 

24.3 

6.3 

9.5 

5.0 

4.7 

7.7 

4.5 

32.7 

0 10 20 30 40 50 60

妻が育児に専念できる場合でも、妻の産後８週間は夫で

ある男性労働者が育児休業を取得できることを周知する

経済的な不安感を軽減するために雇用保険から支給され

る「育児休業給付金」や育児休業期間中の社会保険料負

担の免除について周知する

年次有給休暇の年間取得計画を作成する等、取得を容易

にするための措置を講じる

配偶者出産休暇制度を導入している

「ノー残業デー」や「ノー残業ウイーク」の導入などを

通じ、所定外労働の削減を図る

育児休業制度に関する管理職向けの研修を通じ、男性労

働者の育児休業取得への理解を深める

勤務時間、勤務地、担当業務等の限定制度を導入し、特

に子育て期の労働者の利用を図る

育児休業制度に関する労働者向けの研修を通じ、男性労

働者の育児休業取得への理解を深める

男性の育児休業取得に関する好事例を収集し、男性労働

者に紹介する

復帰後のポスト等の待遇について、情報提供する

その他

措置は何も講じていない

今回調査（N=331)

前回調査（N=600)

(%)
妻が育児に専念できる場合でも、妻の産後８週間は夫である男性労

働者が育児休業を取得できることを周知する 

経済的な不安感を軽減するために雇用保険から支給される「育児休

業給付金」や育児休業期間中の社会保険料負担の免除について周知

する 

年次有給休暇の年間取得計画を作成する等、取得を容易にするため

の措置を講じる 

配偶者出産休暇制度を導入している 

「ノー残業デー」や「ノー残業ウイーク」の導入などを通じ、所定

外労働の削減を図る 

育児休業制度に関する管理職向けの研修を通じ、男性労働者の育児

休業取得への理解を深める 

勤務時間、勤務地、担当業務等の限定制度を導入し、特に子育て期

の労働者の利用を図る 

育児休業制度に関する労働者向けの研修を通じ、男性労働者の育児

休業取得への理解を深める 

男性の育児休業取得に関する好事例を収集し、男性労働者に紹介す

る 

復帰後のポスト等の待遇について、情報提供する 

その他 

措置は何も講じていない 
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５．円滑な職場復帰の措置＜事業所調査＞ 

（複数回答） 

 
◇「相談窓口を設ける」が 43.5％で最も高くなっています。 

◇前回調査と比較すると、いずれの措置も実施している割合は増加しています。また、「措

置は何も講じていない」の割合は 13.0 ポイント減少しています。 

 

 
 

６．育児休業制度の利用意向＜労働者調査＞ 

 
◇「利用したい」の割合は 71.6％となっています。 

◇女性は「利用したい」の割合が８割を超え、男性より 22.7 ポイント高くなっています。 

◇前回調査と比較すると、男性の「利用したい」の割合は 10.4 ポイント増加しています。 

 

 

 

 

 
  

43.5 

40.2 

7.6 

7.9 

27.5 

27.5 

30.5 

6.5 

7.3 

40.5 

0 10 20 30 40 50

相談窓口を設ける

休業中に情報（社内報、Ｅメール等による職場・仕事

に関する情報提供）を提供する

職場復帰のための講習（職場復帰前講習、職場復帰後

講習）を実施する

その他

措置は何も講じていない

今回調査（N=331)

前回調査（N=600)

(%)

71.6 

81.5

58.8

66.3 

83.3

48.4

5.0 

1.0

10.2

11.6 

5.1

18.4

23.4 

17.5

31.0

21.3 

10.5

32.8

0.7 

1.0 

0.4

0 20 40 60 80 100

全体（N=518）

女性（n=292）

男性（n=226）

全体（N=2,237）

女性（n=1,147）

男性（n=1,090）

(%) 

今
回
調
査 

 

前
回
調
査 

 

 

利用したい 利用したくない わからない 無回答

 

相談窓口を設ける 

休業中に情報（社内報、Ｅメール等による職場・仕事

に関する情報提供）を提供する 

職場復帰のための講習（職場復帰前講習、職場復帰後

講習）を実施する 

その他 

措置は何も講じていない 
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７．育児休業制度を利用しなかった理由＜労働者調査＞ 
（複数回答） 

 
◇「職場に迷惑がかかるから」が 35.9％と最も高くなっています。 

◇前回調査と比較すると「子どもをみてくれる人がいるので必要ないから」を除くすべて

の項目で割合が減少しており、「職場に迷惑がかかるから」では 12.6 ポイント減少して

います。 

◇「職場に迷惑がかかるから」、「収入が減るから」の割合は、男性が女性より約 20 ポイン

ト高くなっています。 

 

 
前回調査                           今回調査 

 

 
35.9 

33.9 

27.6 

17.7 

7.8 

6.8 

5.7 

5.2 

3.1 

2.6 

1.0 

16.1 

23.6

27.8

13.9

15.3

9.7

0.0

11.1

13.9

2.8

0.0

1.4

25.0

43.3

37.5

35.8

19.2

6.7

10.8

2.5

0.0

3.3

4.2

0.8

10.8

0 20 40 60

職場に迷惑がかかるから

子どもをみてくれる人がいるので

必要ないから

収入が減るから

育児休業制度を利用できるような

雰囲気ではないから

仕事を続けたいから

仕事を離れると昇進・昇格に影響

するから

子どもは母親が育てるべきだと思

うから

退職するつもりだから

育児休業制度を利用できる期間が

短いから

仕事を離れると自分の能力が落ち

るから

元の職場に戻れるとは限らないか

ら

その他

全体（N=192）

女性(n=72)

男性(n=120)

(%)
48.5 

22.7 

33.5 

29.2 

21.9 

12.3 

13.1 

7.7 

4.6 

16.5 

11.9 

8.5 

39.0 

5.1 

16.9 

28.8 

11.9 

6.8 

18.6 

32.2 

11.9 

13.6 

10.2 

11.9 

51.2 

27.9 

38.3 

29.4 

24.9 

13.9 

11.4 

0.5 

2.5 

17.4 

12.4 

7.5 

0204060

職場に迷惑がかかるから

子どもをみてくれる人がいるので必

要ないから

収入が減るから

育児休業制度を利用できるような雰

囲気ではないから

仕事を続けたいから

仕事を離れると昇進・昇格に影響す

るから

子どもは母親が育てるべきだと思う

から

退職するつもりだから

育児休業制度を利用できる期間が短

いから

仕事を離れると自分の能力が落ちる

から

元の職場に戻れるとは限らないから

その他

全体（N=260）

女性（n=59）

男性（n=201）

職場に迷惑がかかるから 

子どもをみてくれる人がいるので

必要ないから 

収入が減るから 

育児休業制度を利用できるような

雰囲気ではないから 

仕事を続けたいから 

仕事を離れると昇進・昇格に影響

するから 

子どもは母親が育てるべきだと思

うから 

退職するつもりだから 

育児休業制度を利用できる期間が

短いから 

仕事を離れると自分の能力が落ち

るから 

元の職場に戻れるとは限らないか

ら 

その他 

 

(%) 
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８．育児休業制度から復帰後に利用したい制度＜労働者調査＞ 
（複数回答） 

 
◇「短時間勤務制度」が 47.5％で最も高くなっています。 

◇前回調査と比較すると、「短時間勤務制度」の割合は 9.7 ポイント減少し、「在宅勤務制

度」の割合は 22.7 ポイント増加しています。 

◇性別にみると、「短時間勤務制度」の割合は、女性が 62.7％で男性より 34.8 ポイント高

くなっています。 

 
前回調査                           今回調査 

 

 

  

47.5 

45.8 

45.2 

42.3 

39.6 

38.2 

36.3 

19.3 

13.7 

2.5 

62.7

58.6

47.9

45.2

42.8

36.3

37.0

21.2

15.4

2.4

27.9

29.2

41.6

38.5

35.4

40.7

35.4

16.8

11.5

2.7

0 50 100

短時間勤務制度

子の看護休暇制度

在宅勤務制度

時間単位での年次有給休

暇の取得

始業・終業時刻の繰上

げ・繰下げ

フレックスタイム制

育児に要する経費の援助

措置

企業内託児施設

所定外労働の制限

その他

全体

（N=518）

女性

（n=292）

男性

（n=226）

(%)
57.2 

45.3 

22.5 

44.3 

45.2 

47.5 

31.1 

20.5 

1.0 

67.5 

57.6 

23.2 

48.9 

43.8 

50.2 

35.7 

23.4 

1.0 

46.4 

32.4 

21.8 

39.4 

46.8 

44.7 

26.2 

17.4 

1.1 

050100

短時間勤務制度

子の看護休暇制度

在宅勤務制度

時間単位での年次有給休暇

の取得

始業・終業時刻の繰上げ・

繰下げ

フレックスタイム制

育児に要する経費の援助措

置

企業内託児施設

所定外労働の制限

その他

全体

（N=2,237）

女性

（n=1,147）

男性

（n=1,090）

短時間勤務制度 

子の看護休暇制度 

在宅勤務制度 

時間単位での年次有給休暇の取得※ 

始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ 

フレックスタイム制 

育児に要する経費の援助措置 

企業内託児施設 

所定外労働の制限 

その他 

 

(%) 

※前回調査では選択肢なし 
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９．男性労働者が育児参加することへの考え＜労働者調査＞ 

 
◇「積極的に参加した方がよい」が 66.8％で最も高くなっています。 

◇男女年代別にみると、30代以下の男性では約８割が「積極的に参加した方がよい」と回

答しています。 

 

 

 

 

 

 
  

66.8

66.8

66.8

83.9

68.8

64.4

58.0

64.7

89.3

75.8

50.8

53.3

64.3

29.5

29.1

30.1

16.1

29.0

29.7

38.0

23.5

7.1

22.0

46.0

40.0

35.7

2.9

3.1

2.7

1.1

5.0

2.0

11.8

2.2

3.2

6.7

0.8

1.0

0.4

1.1

1.0

2.0

3.6

0 20 40 60 80 100

今回調査(N=518)

女性(n=292)

男性(n=226)

２０代以下(n=31)

３０代(n=93)

４０代(n=101)

５０代(n=50)

６０代以上(n=17)

２０代以下(n=28)

３０代(n=91)

４０代(n=63)

５０代(n=30)

６０代以上(n=14)

(%) 

  

性
別 

 

女
性
年
代
別 

 

男
性
年
代
別 

 

 

積極的に参加した

方がよい

仕事に支障のない

範囲で参加した方

がよい

必要に迫られたとき

のみ参加すればよい

参加する必要はない
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Ⅴ．介護休業制度 
 

１．介護休業を労働者が取得できることの認知状況＜労働者調査＞ 

 
◇介護休業を労働者が取得できることの認知度は 82.4％となっており、女性の方が 7.3 ポ

イント高くなっています。 

 

 

 

 

 
 

 

２．介護休業制度の利用状況＜事業所調査＞ 

 
◇介護休業を開始した労働者の延べ人数は、女性労働者が 40 人、男性労働者が 11 人とな

っています。 

◇前回調査と比較すると、介護休業を開始した労働者及び復職した労働者がいる割合は増

加しています。 

 

    

  

82.4

85.6

78.3

17.6

14.4

21.7

0 20 40 60 80 100

今回調査(N=518)

女性(n=292)

男性(n=226)

(%)(%)(%)(%)

知っている 知らない

いる いない

10.0

7.6

2.4

4.2

3.2

1.0

97.0

96.0

100.0

80.0

94.7

33.3

6.1

4.0

12.5

20.0

15.8

33.3

90.0

92.4

97.6

95.8

96.8

99.0

3.0

4.0

20.0

5.3

66.7

93.9

96.0

87.5

80.0

84.2

66.7

0 20 40 60 80 100
(%)

１ 

令和４年１０月１日

～令和５年９月３０

日に介護休業を開始

した労働者 

今
回
調
査 

全体（N=331） 

女性 

男性 

前
回
調
査 

全体（N=600） 

女性 

男性 

２ 
１のうち、復職した

労働者 

今
回
調
査 

全体（N=33） 

女性（n=25） 

男性（n=8） 

前
回
調
査 

全体（N=25） 

女性（n=19） 

男性（n=6） 

３ 

１のうち、復職予定

であったが、退職し

た労働者 

今
回
調
査 

全体（N=33） 

女性（n=25） 

男性（n=8） 

前
回
調
査 

全体（N=25） 

女性（n=19） 

男性（n=6） 
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３．介護休業制度の利用意向＜労働者調査＞ 

 
◇「利用したい」の割合は 65.1％となっています。 

◇「利用したい」の割合は女性で７割を超え、男性より 17.3 ポイント高くなっています。 

 

 

 
 

 
 

65.1 

72.6

55.3

65.8 

74.4

56.9

2.1 

2.4

1.8

5.5 

3.8

7.2

32.8 

25.0

42.9

27.8 

20.7

35.4

0.8 

1.1

0.5

0 20 40 60 80 100

全体（N=518）

女性（n=292）

男性（n=226）

全体（N=2,237）

女性（n=1,147）

男性（n=1,090）

(%)

利用したい 利用したくない わからない 無回答

 

今
回
調
査 

 

前
回
調
査 
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Ⅵ．育児中の柔軟な働き方制度 
１．育児中の柔軟な働き方制度＜事業所調査、労働者調査＞ 
（複数回答） 

 
＜事業所＞ 

◇導入している制度は、「短時間勤務制度」が 69.2％と最も高く、次いで「子の看護休暇

制度」が 65.0％、「所定外労働の免除」が 57.4％となっています。 

◇前回調査と比較して、「在宅勤務制度」の割合が 25.3 ポイント増加しています。 

＜労働者＞ 

◇会社に導入を望む制度の割合は、「時間単位での年次有給休暇の取得」、「フレックスタ

イム制」、「育児に要する経費の援助措置」が３割を超えています。 

◇「子の看護休暇制度」の割合は女性が男性より 12.7 ポイント高く、「男性の育児休業取

得率の向上」の割合は男性が女性より 9.6 ポイント高くなっています。 

＜事業所と労働者の比較＞ 

◇「育児に要する経費の援助措置」は労働者が導入を望む制度として 30.9％と２番目に高

い割合となっていますが、事業所の導入率は15.4％と２番目に低い割合となっています。 

◇新型コロナウイルスの影響もあり、「在宅勤務制度」の割合は事業所調査で大きく増加

しており、労働者調査でも４番目に高い割合となっています。 

 
＜事業所調査＞                     ＜労働者調査＞ 

柔軟な働き方制度の設置状況                     導入を望む制度 

 

  
69.2 

65.0 

57.4 

49.2 

45.9 

27.8 

26.6 

15.4 

11.2 

68.8 

62.3 

61.0 

36.0 

31.7 

2.5 

13.2 

41.2 

4.5 

0 50 100

短時間勤務制度

子の看護休暇制度

所定外労働の制限

始業・終業時刻の繰り上げ・繰

り下げ

時間単位での年次有給休暇の取

得

在宅勤務制度

フレックスタイム制

育児に要する経費の援助措置

企業内託児施設

今回調査

（N=331)

前回調査

（N=600)

(%)
31.7 

30.9 

30.3 

29.7 

27.8 

27.0 

26.4 

25.7 

23.9 

18.7 

17.8 

8.5 

3.3 

30.8

29.1

26.7

30.5

23.6

28.1

30.1

28.1

29.5

18.2

16.4

9.6

4.5

32.7

33.2

35.0

28.8

33.2

25.7

21.7

22.6

16.8

19.5

19.5

7.1

1.8

0 50 100

時間単位での年次有給休暇の取

得

育児に要する経費の援助措置

フレックスタイム制

在宅勤務制度

男性の育児休業取得率の向上

始業・終業時刻の繰り上げ・繰

り下げ

育児休業取得者の同僚職員に対

する応援手当等の支援の充実

短時間勤務制度

子の看護休暇制度

配偶者出産休暇制度

企業内託児施設の設置・運営

所定外労働の制限

その他

全体

(N=518)

女性

(n=292)

男性

(n=226)

(%)

短時間勤務制度 

子の看護休暇制度 

所定外労働の制限 

始業・終業時刻の繰り上げ・

繰り下げ 

時間単位での年次有給休暇の

取得 

在宅勤務制度 

フレックスタイム制 

育児に要する経費の援助措置 

企業内託児施設 

 

時間単位での年次有給休暇の

取得 

育児に要する経費の援助措置 

フレックスタイム制 

在宅勤務制度 

男性の育児休業取得率の向上 

始業・終業時刻の繰り上げ・

繰り下げ 

育児休業取得者の同僚職員に

対する応援手当等の支援の充

実 

短時間勤務制度 

子の看護休暇制度 

配偶者出産休暇制度 

企業内託児施設の設置・運営 

所定外労働の制限 

その他 
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育
児
中
の
柔
軟
な
働
き
方
制
度 

２．制度利用者がいる事業所の割合＜事業所調査＞ 

（複数回答） 

 
◇制度利用者がいる割合は、いずれの制度も女性が男性を上回っています。 

◇男女共に「企業内託児施設」の割合が最も高くなっており、女性では「短時間勤務制度」

の割合が 46.7％、男性では「育児に要する経費の援助措置」の割合が 27.5％で、それぞ

れ「企業内託児施設」に次いで高くなっています。 

 

 

  
  

40.8

46.7

29.5

33.1

40.2

19.5

48.6

37.3

29.3

25.7

7.0

17.0

9.2

20.7

5.8

32.4

27.5

20.0

0 10 20 30 40 50 60

時間単位での年次有給休暇の取得(N=152)

短時間勤務制度(N=229)

フレックスタイム制(N=88)

始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ(N=163)

在宅勤務制度(N=92)

所定外労働の制限(N=190)

企業内託児施設(N=37)

育児に要する経費の援助措置(N=51)

子の看護休暇制度(N=215) 女性 男性

(%)
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育
児
中
の
柔
軟
な
働
き
方
制
度 

３．利用したことのある制度＜労働者調査＞ 

（複数回答） 

 
◇「短時間勤務制度」が 54.7％で最も高く、次いで「時間単位での年次有給休暇の取得」

が 46.7％、「在宅勤務制度」が 29.9％となっています。 

◇女性では「短時間勤務制度」の割合が男性より 56.2 ポイント高く、男性では「在宅勤務

制度」の割合が女性より 28.4 ポイント高くなっています。 

 

 

 
 

54.7 

46.7 

29.9 

27.7 

27.7 

19.7 

5.1 

5.1 

5.1 

0.7 

68.3

44.2

23.1

31.7

28.8

15.4

5.8

5.8

3.8

1.0

12.1

54.5

51.5

15.2

24.2

33.3

3.0

3.0

9.1

0.0

0 10 20 30 40 50 60 70 80

短時間勤務制度

時間単位での年次有給休暇の取得

在宅勤務制度

始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ

子の看護休暇制度

フレックスタイム制

所定外労働の制限

企業内託児施設

育児に要する経費の援助措置

その他

全体(N=137)

女性(n=104)

男性(n=33)

(%)
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各
制
度
に
よ
っ
て
生
じ
る
効
果 

Ⅶ．各制度によって生じる効果 
１．育児休業制度＜事業所調査・労働者調査＞ 

（複数回答） 

 
＜事業所＞ 

◇「労働者の勤続年数が延びる」が 55.3％で最も高く、次いで「退職者が減る」が 48.0％、

「能力のある人材を確保できる」が 45.9％となっています。 

◇前回調査と比較すると、「能力のある人材を確保できる」、「会社のイメージがよくなる」、

「入社希望者が増える」などの項目で割合が増加しています。 

＜労働者＞ 

◇「労働者の勤続年数が延びる」が 49.6％で最も高く、次いで「退職者が減る」が 45.9％、

「会社のイメージがよくなる」が 34.4％となっています。 

◇性別にみると、「労働者の勤続年数が延びる」の割合は女性が男性より 7.1 ポイント高

くなっています。 

＜事業所と労働者の比較＞ 

◇「労働者の勤続年数が延びる」、「退職者が減る」はいずれも高い割合ですが、事業所で

は「能力のある人材を確保できる」、労働者では「会社のイメージがよくなる」の割合が

高くなっています。 

 
＜事業所調査＞                     ＜労働者調査＞ 

 

55.3 

48.0 

45.9 

37.2 

19.6 

19.6 

12.7 

12.1 

8.2 

2.4 

0.9 

59.3 

44.3 

39.8 

28.2 

25.8 

17.8 

8.5 

12.5 

7.0 

1.8 

2.0 

0 50 100

労働者の勤続年数が延びる

退職者が減る

能力のある人材を確保できる

長期的な視点で労働者を育成

できる

労働者の労働意欲が高まる

会社のイメージがよくなる

入社希望者が増える

安定した人材採用・育成計画

が立てられる

能力のある人材を採用できる

配置場所に広がりが出る

その他

今回調査

（N=331)

前回調査

（N=600)

(%) 49.6 

45.9 

34.4 

32.0 

28.6 

19.7 

18.0 

13.9 

5.8 

4.2 

0.2 

52.7

47.9

30.1

32.5

31.2

19.9

17.8

9.6

4.1

3.8

0.0

45.6

43.4

39.8

31.4

25.2

19.5

18.1

19.5

8.0

4.9

0.4

0 50 100

労働者の勤続年数が延びる

退職者が減る

会社のイメージがよくなる

能力のある人材を確保できる

長期的な視点で労働者を育成

できる

労働者の労働意欲が高まる

入社希望者が増える

安定した人材採用・育成計画

が立てられる

配置場所に広がりが出る

能力のある人材を採用できる

その他

全体

(N=518)

女性

(n=292)

男性

(n=226)

(%)

労働者の勤続年数が延びる 

退職者が減る 

会社のイメージがよくなる 

能力のある人材を確保でき

る 

長期的な視点で労働者を育

成できる 

労働者の労働意欲が高まる 

入社希望者が増える 

安定した人材採用・育成計

画が立てられる 

配置場所に広がりが出る 

能力のある人材を採用でき

る 

その他 

 

労働者の勤続年数が延びる 

退職者が減る 

能力のある人材を確保でき

る 

長期的な視点で労働者を育

成できる 

労働者の労働意欲が高まる 

会社のイメージがよくなる 

入社希望者が増える 

安定した人材採用・育成計

画が立てられる 

能力のある人材を採用でき

る 

配置場所に広がりが出る 

その他 
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各
制
度
に
よ
っ
て
生
じ
る
効
果 

２．介護休業制度＜事業所調査・労働者調査＞ 

（複数回答） 

 
＜事業所＞ 

◇「退職者が減る」が 57.4％で最も高く、次いで「労働者の勤続年数が延びる」が 57.1％、

「能力のある人材を確保できる」が 39.3％となっています。 

◇前回調査と比較すると、「労働者の勤続年数が延びる」の割合が最も増加しており、28.1

ポイント増加しています。 

＜労働者＞ 

◇「退職者が減る」が 55.0％で最も高く、次いで「労働者の勤続年数が延びる」が 53.3％、

「能力のある人材を確保できる」が 32.4％となっています。 

◇性別にみると、「退職者が減る」の割合は、女性が男性より 5.7 ポイント高くなってい

ます。 

＜事業所と労働者の比較＞ 

◇事業所、労働者ともに「退職者が減る」、「労働者の勤続年数が延びる」、「能力のある人

材を確保できる」の割合が高い傾向となっています。 

◇「会社のイメージがよくなる」の割合は、労働者が事業所より 9.5 ポイント高くなって

います。 

 

＜事業所調査＞                     ＜労働者調査＞ 

 

57.4 

57.1 

39.3 

30.5 

22.4 

19.9 

9.7 

7.6 

7.3 

4.5 

1.2 

53.7 

29.0 

41.0 

21.3 

20.7 

30.5 

14.0 

5.8 

7.8 

3.3 

2.2 

0 50 100

退職者が減る

労働者の勤続年数が延びる

能力のある人材を確保できる

長期的な視点で労働者を育成

できる

会社のイメージがよくなる

労働者の労働意欲が高まる

安定した人材採用・育成計画

が立てられる

入社希望者が増える

能力のある人材を採用できる

配置場所に広がりが出る

その他

今回調査

（N=331)

前回調査

（N=600)

(%)
55.0 

53.3 

32.4 

31.9 

23.4 

18.5 

11.6 

10.2 

7.1 

4.4 

0.2 

57.5

52.1

33.6

30.1

24.0

19.9

12.0

7.2

5.1

4.1

0.0

51.8

54.9

31.0

34.1

22.6

16.8

11.1

14.2

9.7

4.9

0.4

0 50 100

退職者が減る

労働者の勤続年数が延びる

能力のある人材を確保できる

会社のイメージがよくなる

長期的な視点で労働者を育成

できる

労働者の労働意欲が高まる

入社希望者が増える

安定した人材採用・育成計画

が立てられる

能力のある人材を採用できる

配置場所に広がりが出る

その他

全体

(N=518)

女性

(n=292)

男性

(n=226)

(%)

退職者が減る 

労働者の勤続年数が延びる 

能力のある人材を確保でき

る 

会社のイメージがよくなる 

長期的な視点で労働者を育

成できる 

労働者の労働意欲が高まる 

入社希望者が増える 

安定した人材採用・育成計

画が立てられる 

能力のある人材を採用でき

る 

配置場所に広がりが出る 

その他 

 

退職者が減る 

労働者の勤続年数が延びる 

能力のある人材を確保でき

る 

長期的な視点で労働者を育

成できる 

会社のイメージがよくなる 

労働者の労働意欲が高まる 

安定した人材採用・育成計

画が立てられる 

入社希望者が増える 

能力のある人材を採用でき

る 

配置場所に広がりが出る 

その他 
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各
制
度
に
よ
っ
て
生
じ
る
効
果 

３．育児中の柔軟な働き方制度＜事業所調査・労働者調査＞ 

（複数回答） 

 
＜事業所＞ 

◇「労働者の勤続年数が延びる」が 58.3％で最も高く、次いで「退職者が減る」が 45.6％、

「能力のある人材を確保できる」が 45.3％となっています。 

＜労働者＞ 

◇「労働者の勤続年数が延びる」が 50.8％で最も高く、次いで「退職者が減る」が 46.7％、

「能力のある人材を確保できる」が 35.1％となっています。 

◇性別にみると、「労働者の勤続年数が延びる」の割合は、女性が男性より 5.3 ポイント

高くなっています。 

＜事業所と労働者の比較＞ 

◇事業所、労働者ともに「退職者が減る」、「労働者の勤続年数が延びる」、「能力のある人

材を確保できる」の割合が高い傾向となっています。 

◇「会社のイメージがよくなる」の割合は、労働者が事業所より 10.4 ポイント高くなっ

ています。 

 

 

＜事業所調査＞                     ＜労働者調査＞ 

58.3 

45.6 

45.3 

38.4 

20.8 

20.5 

12.7 

11.2 

6.6 

2.1 

0.9 

0 50 100

労働者の勤続年数が延びる

退職者が減る

能力のある人材を確保できる

長期的な視点で労働者を育成

できる

労働者の労働意欲が高まる

会社のイメージがよくなる

安定した人材採用・育成計画

が立てられる

入社希望者が増える

能力のある人材を採用できる

配置場所に広がりが出る

その他

今回調査

（N=331)

(%)
50.8 

46.7 

35.1 

30.9 

30.1 

21.8 

15.8 

10.4 

5.0 

4.8 

0.2 

53.1

48.6

33.9

28.8

31.8

21.6

15.8

8.6

3.1

4.5

0.0

47.8

44.2

36.7

33.6

27.9

22.1

15.9

12.8

7.5

5.3

0.4

0 50 100

労働者の勤続年数が延びる

退職者が減る

能力のある人材を確保できる

会社のイメージがよくなる

長期的な視点で労働者を育成

できる

労働者の労働意欲が高まる

入社希望者が増える

安定した人材採用・育成計画

が立てられる

配置場所に広がりが出る

能力のある人材を採用できる

その他

全体

(N=518)

女性

(n=292)

男性

(n=226)

(%)

労働者の勤続年数が延びる 

退職者が減る 

能力のある人材を確保でき

る 

会社のイメージがよくなる 

長期的な視点で労働者を育

成できる 

労働者の労働意欲が高まる 

入社希望者が増える 

安定した人材採用・育成計

画が立てられる 

配置場所に広がりが出る 

能力のある人材を採用でき

る 

その他 

 

労働者の勤続年数が延びる 

退職者が減る 

能力のある人材を確保でき

る 

長期的な視点で労働者を育

成できる 

労働者の労働意欲が高まる 

会社のイメージがよくなる 

安定した人材採用・育成計

画が立てられる 

入社希望者が増える 

能力のある人材を採用でき

る 

配置場所に広がりが出る 

その他 
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各
制
度
に
よ
っ
て
生
じ
る
課
題 

 

Ⅷ．各制度によって生じる課題 
１．育児休業制度＜事業所調査・労働者調査＞ 

（複数回答） 

 
＜事業所＞ 

◇前回調査と比較すると、「他の労働者の労働負担が増える」の割合は 4.4 ポイント増加

しています。 

＜労働者＞ 

◇性別にみると、「制度利用者の担当業務の円滑な遂行が困難になる」の割合は、男性が女

性より 7.0 ポイント高くなっています。 

＜事業所と労働者の比較＞ 

◇事業所、労働者ともに「他の労働者の労働負担が増える」、「即戦力となる代替要員の確

保が困難である」の割合が高くなっています。 

◇事業所では「代替要員を雇用するための金銭的負担が発生する」の割合が労働者より 9.0

ポイント高く、労働者では「社内の理解度が不十分である」の割合が事業所より 7.9 ポ

イント高くなっています。 

 
＜事業所調査＞                     ＜労働者調査＞ 

 

64.7 

48.0 

22.1 

19.9 

14.5 

13.6 

11.8 

8.2 

7.9 

7.6 

6.0 

4.5 

4.5 

4.2 

3.6 

3.0 

2.1 

2.1 

4.2 

60.3 

50.0 

19.2 

30.3 

13.0 

20.8 

10.2 

18.8 

4.7 

2.8 

2.7 

12.8 

0.5 

0 50 100

他の労働者の労働負担が増える

即戦力となる代替要員の確保が

困難である

代替要員を雇用するための金銭

的負担が発生する

制度利用者の担当業務の円滑な

遂行が困難になる

制度利用者の復職時の能力が低

下する

制度利用者が復職するかどうか

確実でない

制度利用者が望むキャリア形成

が困難になる

代替要員への引継ぎが不足する

勤務時間等の多様化による労務

管理が複雑になる

制度利用者の復職後における代

替要員の処遇をどうするか

社内の理解度が不十分である

他の労働者のモチベーションが

低下する

売上減少等、経営へのマイナス

な影響が出る

昇進・昇給などの取扱いが不利

になる

公平な人事評価が困難になる

制度利用中の賃金保障の負担が

増える

職場の人間関係が悪化する

制度利用者が復職した後に希望

の配属にならない

その他

今回調査

（N=331)

前回調査

（N=600)

(%) 65.4 

43.2 

22.6 

13.9 

13.1 

12.9 

12.7 

12.4 

8.7 

8.1 

7.9 

5.8 

5.6 

5.4 

2.7 

2.7 

2.5 

1.9 

1.9 

65.4

45.5

19.5

12.3

12.0

13.7

9.9

11.6

6.2

9.6

8.9

7.5

5.5

3.8

3.8

1.4

2.4

0.7

2.4

65.5

40.3

26.5

15.9

14.6

11.9

16.4

13.3

11.9

6.2

6.6

3.5

5.8

7.5

1.3

4.4

2.7

3.5

1.3

0 50 100

他の労働者の労働負担が増える

即戦力となる代替要員の確保が

困難である

制度利用者の担当業務の円滑な

遂行が困難になる

社内の理解度が不十分である

代替要員を雇用するための金銭

的負担が発生する

制度利用者が望むキャリア形成

が困難になる

制度利用者の復職時の能力が低

下する

代替要員への引継ぎが不足する

他の労働者のモチベーションが

低下する

制度利用者が復職するかどうか

確実でない

制度利用者の復職後における代

替要員の処遇をどうするか

勤務時間等の多様化による労務

管理が複雑になる

職場の人間関係が悪化する

昇進・昇給などの取扱いが不利

になる

制度利用者が復職した後に希望

の配属にならない

公平な人事評価が困難になる

売上減少等、経営へのマイナス

な影響が出る

制度利用中の賃金保障の負担が

増える

その他

全体

(N=518)

女性

(n=292)

男性

(n=226)

(%)
他の労働者の労働負担が増える 

即戦力となる代替要員の確保が

困難である 

制度利用者の担当業務の円滑な

遂行が困難になる 

社内の理解度が不十分である 

代替要員を雇用するための金銭

的負担が発生する 

制度利用者が望むキャリア形成

が困難になる 

制度利用者の復職時の能力が低

下する 

代替要員への引継ぎが不足する 

他の労働者のモチベーションが

低下する 

制度利用者が復職するかどうか

確実でない 

制度利用者の復職後における代

替要員の処遇をどうするか 

勤務時間等の多様化による労務

管理が複雑になる 

職場の人間関係が悪化する 

昇進・昇給などの取扱いが不利に

なる 

制度利用者が復職した後に希望

の配属にならない 

公平な人事評価が困難になる 

売上減少等、経営へのマイナスな

影響が出る 

制度利用中の賃金保障の負担が

増える 

その他 

 

他の労働者の労働負担が増える 

即戦力となる代替要員の確保が

困難である 

代替要員を雇用するための金銭

的負担が発生する 

制度利用者の担当業務の円滑な

遂行が困難になる 

制度利用者の復職時の能力が低

下する 

制度利用者が復職するかどうか

確実でない 

制度利用者が望むキャリア形成

が困難になる※ 

代替要員への引継ぎが不足する 

勤務時間等の多様化による労務

管理が複雑になる※ 

制度利用者の復職後における代

替要員の処遇をどうするか 

社内の理解度が不十分である※ 

他の労働者のモチベーションが

低下する※ 

売上減少等、経営へのマイナスな

影響が出る※ 

昇進・昇給などの取扱いが不利に

なる 

公平な人事評価が困難になる※ 

制度利用中の賃金保障の負担が

増える 

職場の人間関係が悪化する 

制度利用者が復職した後に希望

の配属にならない 

その他 

 ※前回調査では選択肢なし 
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各
制
度
に
よ
っ
て
生
じ
る
課
題 

 
２．介護休業制度＜事業所調査・労働者調査＞ 

（複数回答） 

 
＜事業所＞ 

◇前回調査と比較すると、「他の労働者の労働負担が増える」の割合は 5.0 ポイント増加

しています。 

＜労働者＞ 

◇性別にみると、「制度利用者の復職時の能力が低下する」の割合は、男性が女性より 6.3

ポイント高くなっています。 

＜事業所と労働者の比較＞ 

◇事業所、労働者ともに「他の労働者の労働負担が増える」、「即戦力となる代替要員の確

保が困難である」の割合が高くなっています。 

◇事業所では「代替要員を雇用するための金銭的負担が発生する」の割合が労働者より 8.8

ポイント高く、労働者では「社内の理解度が不十分である」の割合が事業所より 5.0 ポ

イント高くなっています。 

 

＜事業所調査＞                     ＜労働者調査＞ 

 

64.0 

47.4 

21.5 

19.3 

13.0 

10.6 

10.6 

10.3 

10.0 

8.8 

7.3 

5.1 

4.8 

3.0 

2.4 

2.4 

1.5 

1.2 

4.5 

59.0 

47.5 

15.0 

31.7 

21.8 

11.5 

9.2 

14.3 

4.7 

5.0 

2.5 

10.3 

0.5 

0 50 100

他の労働者の労働負担が増え

る

即戦力となる代替要員の確保

が困難である

代替要員を雇用するための金

銭的負担が発生する

制度利用者の担当業務の円滑

な遂行が困難になる

制度利用者が復職するかどう

か確実でない

制度利用者が望むキャリア形

成が困難になる

社内の理解度が不十分である

代替要員への引継ぎが不足す

る

制度利用者の復職時の能力が

低下する

勤務時間等の多様化による労

務管理が複雑になる

制度利用者の復職後における

代替要員の処遇をどうするか

他の労働者のモチベーション

が低下する

売上減少等、経営へのマイナ

スな影響が出る

公平な人事評価が困難になる

昇進・昇給などの取扱いが不

利になる

制度利用中の賃金保障の負担

が増える

職場の人間関係が悪化する

制度利用者が復職した後に希

望の配属にならない

その他

今回調査

（N=331)

前回調査

（N=600)

(%)
66.4 

43.1 

22.2 

15.6 

12.7 

12.5 

12.4 

10.6 

8.9 

8.3 

7.9 

6.2 

4.8 

3.5 

2.9 

2.7 

2.1 

1.9 

1.9 

65.4

45.2

19.5

14.4

11.3

13.4

11.3

7.9

7.9

9.2

6.2

8.2

5.5

2.7

2.7

1.7

2.4

1.0

2.4

67.7

40.3

25.7

17.3

14.6

11.5

13.7

14.2

10.2

7.1

10.2

3.5

4.0

4.4

3.1

4.0

1.8

3.1

1.3

0 50 100

他の労働者の労働負担が増える

即戦力となる代替要員の確保が

困難である

制度利用者の担当業務の円滑な

遂行が困難になる

社内の理解度が不十分である

代替要員を雇用するための金銭

的負担が発生する

制度利用者が望むキャリア形成

が困難になる

代替要員への引継ぎが不足する

制度利用者の復職時の能力が低

下する

制度利用者の復職後における代

替要員の処遇をどうするか

制度利用者が復職するかどうか

確実でない

他の労働者のモチベーションが

低下する

勤務時間等の多様化による労務

管理が複雑になる

職場の人間関係が悪化する

昇進・昇給などの取扱いが不利

になる

売上減少等、経営へのマイナス

な影響が出る

公平な人事評価が困難になる

制度利用者が復職した後に希望

の配属にならない

制度利用中の賃金保障の負担が

増える

その他

全体

(N=518)

女性

(n=292)

男性

(n=226)

(%)
他の労働者の労働負担が増える 

即戦力となる代替要員の確保が

困難である 

制度利用者の担当業務の円滑な

遂行が困難になる 

社内の理解度が不十分である 

代替要員を雇用するための金銭

的負担が発生する 

制度利用者が望むキャリア形成

が困難になる 

代替要員への引継ぎが不足する 

制度利用者の復職時の能力が低

下する 

制度利用者の復職後における代

替要員の処遇をどうするか 

制度利用者が復職するかどうか

確実でない 

他の労働者のモチベーションが

低下する 

勤務時間等の多様化による労務

管理が複雑になる 

職場の人間関係が悪化する 

昇進・昇給などの取扱いが不利に

なる 

売上減少等、経営へのマイナスな

影響が出る 

公平な人事評価が困難になる 

制度利用者が復職した後に希望

の配属にならない 

制度利用中の賃金保障の負担が

増える 

その他 

 

他の労働者の労働負担が増える 

即戦力となる代替要員の確保が

困難である 

代替要員を雇用するための金銭

的負担が発生する 

制度利用者の担当業務の円滑な

遂行が困難になる 

制度利用者が復職するかどうか

確実でない 

制度利用者が望むキャリア形成

が困難になる※ 

社内の理解度が不十分である※ 

代替要員への引継ぎが不足する 

制度利用者の復職時の能力が低

下する 

勤務時間等の多様化による労務

管理が複雑になる※ 

制度利用者の復職後における代

替要員の処遇をどうするか 

他の労働者のモチベーションが

低下する※ 

売上減少等、経営へのマイナスな

影響が出る※ 

公平な人事評価が困難になる※ 

昇進・昇給などの取扱いが不利に

なる 

制度利用中の賃金保障の負担が

増える 

職場の人間関係が悪化する 

制度利用者が復職した後に希望

の配属にならない 

その他 

 ※前回調査では選択肢なし 
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各
制
度
に
よ
っ
て
生
じ
る
課
題 

 

３．育児中の柔軟な働き方制度＜事業所調査・労働者調査＞ 

（複数回答） 

 
＜事業所＞ 

◇「他の労働者の労働負担が増える」が 63.1％で最も高く、次いで「即戦力となる代替要

員の確保が困難である」が 37.8％、「代替要員を雇用するための金銭的負担が発生する」

が 20.2％となっています。 

＜労働者＞ 

◇性別にみると、「社内の理解度が不十分である」の割合は、男性が女性より 5.9 ポイン

ト高くなっています。 

＜事業所と労働者の比較＞ 

◇事業所、労働者ともに「他の労働者の労働負担が増える」、「即戦力となる代替要員の確

保が困難である」の割合が高くなっています。 

◇事業所では「代替要員を雇用するための金銭的負担が発生する」の割合が労働者より 8.4

ポイント高く、労働者では「社内の理解度が不十分である」の割合が事業所より 5.7 ポ

イント高くなっています。 

 
＜事業所調査＞                     ＜労働者調査＞ 

63.1 

37.8 

20.2 

19.0 

16.0 

10.9 

10.9 

9.7 

9.4 

8.5 

6.9 

5.1 

5.1 

3.9 

3.6 

2.7 

2.1 

1.8 

3.9 

0 50 100

他の労働者の労働負担が増え

る

即戦力となる代替要員の確保

が困難である

制度利用者の担当業務の円滑

な遂行が困難になる

代替要員を雇用するための金

銭的負担が発生する

勤務時間等の多様化による労

務管理が複雑になる

社内の理解度が不十分である

代替要員への引継ぎが不足す

る

制度利用者が望むキャリア形

成が困難になる

制度利用者の復職時の能力が

低下する

制度利用者が復職するかどう

か確実でない

他の労働者のモチベーション

が低下する

制度利用者の復職後における

代替要員の処遇をどうするか

売上減少等、経営へのマイナ

スな影響が出る

職場の人間関係が悪化する

公平な人事評価が困難になる

昇進・昇給などの取扱いが不

利になる

制度利用者が復職した後に希

望の配属にならない

制度利用中の賃金保障の負担

が増える

その他

今回調査

（N=331)

(%)
62.0 

35.7 

19.5 

16.6 

12.7 

11.6 

10.6 

10.4 

9.7 

7.5 

7.3 

6.8 

5.8 

5.0 

4.6 

3.1 

2.7 

2.3 

2.1 

63.0

37.3

18.5

14.0

12.7

13.4

9.9

9.9

7.5

5.8

6.8

8.2

7.5

3.4

2.7

2.1

1.4

2.7

2.4

60.6

33.6

20.8

19.9

12.8

9.3

11.5

11.1

12.4

9.7

8.0

4.9

3.5

7.1

7.1

4.4

4.4

1.8

1.8

0 50 100

他の労働者の労働負担が増え

る

即戦力となる代替要員の確保

が困難である

制度利用者の担当業務の円滑

な遂行が困難になる

社内の理解度が不十分である

勤務時間等の多様化による労

務管理が複雑になる

制度利用者が望むキャリア形

成が困難になる

代替要員を雇用するための金

銭的負担が発生する

代替要員への引継ぎが不足す

る

他の労働者のモチベーション

が低下する

制度利用者の復職時の能力が

低下する

職場の人間関係が悪化する

制度利用者の復職後における

代替要員の処遇をどうするか

制度利用者が復職するかどう

か確実でない

昇進・昇給などの取扱いが不

利になる

公平な人事評価が困難になる

売上減少等、経営へのマイナ

スな影響が出る

制度利用中の賃金保障の負担

が増える

制度利用者が復職した後に希

望の配属にならない

その他

全体

(N=518)

女性

(n=292)

男性

(n=226)

(%)

他の労働者の労働負担が増える 

即戦力となる代替要員の確保が

困難である 

制度利用者の担当業務の円滑な

遂行が困難になる 

社内の理解度が不十分である 

勤務時間等の多様化による労務

管理が複雑になる 

制度利用者が望むキャリア形成

が困難になる 

代替要員を雇用するための金銭

的負担が発生する 

代替要員への引継ぎが不足する 

他の労働者のモチベーションが

低下する 

制度利用者の復職時の能力が低

下する 

職場の人間関係が悪化する 

制度利用者の復職後における代

替要員の処遇をどうするか 

制度利用者が復職するかどうか

確実でない 

昇進・昇給などの取扱いが不利に

なる 

公平な人事評価が困難になる 

売上減少等、経営へのマイナスな

影響が出る 

制度利用中の賃金保障の負担が

増える 

制度利用者が復職した後に希望

の配属にならない 

その他 

 

他の労働者の労働負担が増える 

即戦力となる代替要員の確保が

困難である 

制度利用者の担当業務の円滑な

遂行が困難になる 

代替要員を雇用するための金銭

的負担が発生する 

勤務時間等の多様化による労務

管理が複雑になる 

社内の理解度が不十分である 

代替要員への引継ぎが不足する 

制度利用者が望むキャリア形成

が困難になる 

制度利用者の復職時の能力が低

下する 

制度利用者が復職するかどうか

確実でない 

他の労働者のモチベーションが

低下する  

制度利用者の復職後における代

替要員の処遇をどうするか 

売上減少等、経営へのマイナスな

影響が出る 

職場の人間関係が悪化する 

公平な人事評価が困難になる 

昇進・昇給などの取扱いが不利に

なる 

制度利用者が復職した後に希望

の配属にならない 

制度利用中の賃金保障の負担が

増える 

その他 
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行
政
へ
の
要
望 

59.5 

34.1 

26.6 

23.0 

21.1 

12.1 

11.8 

10.9 

9.4 

6.6 

6.0 

2.1 

4.2 

69.0 

28.2 

31.3 

15.7 

28.7 

9.2 

17.2 

7.7 

13.5 

13.7 

1.8 

4.0 

0 10 20 30 40 50 60 70 80

保育所、学童保育、介護施設などの充実

制度利用企業への奨励金や助成金等の金銭的支援

男女が共に活躍でき、仕事と家庭の両立ができる企業の

税制・入札等での優遇

仕事と家庭の両立を可能とする雇用管理等の事例などの

情報提供

男性の家事・育児・介護等への参加を促す啓発

再就職女性の積極的活用に向けた支援

男女が共に活躍できる職場づくりを行う優良企業の表

彰、顕彰

法律や制度、女性の能力活用の方法等についての情報提

供や相談窓口の充実

ポジティブ・アクション（男女労働者間に生じている差

の解消を目指して、事業所が行う自主的な取組）等を…

事業主等を対象とした法律や制度及び女性の能力活用の

ための講座・研修会の開催

労働者・求職者を対象とした職業意識・能力開発のため

の講座・研修会の開催

県民を対象とした固定的な性別役割分担意識の払拭のた

めの講座・研修会の開催

その他

今回調査（N=331)

前回調査（N=600)

(%)

Ⅸ．行政への要望 

１．事業所が行政に望むこと＜事業所調査＞ 
（複数回答） 

 

 
◇「保育所、学童保育、介護施設などの充実」の割合が 59.5％と最も高く、今回新たに回答

の選択肢として設けた「制度利用企業への奨励金や助成金等の金銭的支援」が２番目に高

い割合となっています。 

◇前回調査と比較すると、「男性の家事・育児・介護等への参加を促す啓発」、「男女が共に活

躍できる職場づくりを行う優良企業の表彰、顕彰」、「ポジティブ・アクション等を効果的

に進めるためのモデル企業の育成」、「県民を対象とした固定的な性別役割分担意識の払拭

のための講座・研修会の開催」の割合が増加しています。 
 

 

 

  

保育所、学童保育、介護施設などの充実 

制度利用企業への奨励金や助成金等の金銭的支援※ 

男女が共に活躍でき、仕事と家庭の両立ができる企業の税

制・入札等での優遇 

仕事と家庭の両立を可能とする雇用管理等の事例などの情

報提供 

男性の家事・育児・介護等への参加を促す啓発 

再就職女性の積極的活用に向けた支援 

男女が共に活躍できる職場づくりを行う優良企業の表彰、

顕彰 

法律や制度、女性の能力活用の方法等についての情報提供

や相談窓口の充実 

ポジティブ・アクション等を効果的に進めるためのモデル

企業の育成 

事業主等を対象とした法律や制度及び女性の能力活用のた

めの講座・研修会の開催 

労働者・求職者を対象とした職業意識・能力開発のための

講座・研修会の開催 

県民を対象とした固定的な性別役割分担意識の払拭のため

の講座・研修会の開催 

その他 

 
※前回調査では選択肢なし 
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各
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２．労働者が行政に望むこと＜労働者調査＞ 
（複数回答） 

 

 
◇全体では「保育所、学童保育、介護施設などの充実」の割合が 60.8％と最も高く、今回新

たに回答の選択肢として設けた「制度利用企業への奨励金や助成金等の金銭的支援」が２

番目に高い割合となっています。 

◇女性では「再就職女性の積極的活用に向けた支援」の割合が男性より 18.2 ポイント高く、

「保育所、学童保育、介護施設などの充実」の割合が男性より 9.8 ポイント高くなってい

ます。 

◇男性では「制度利用企業への奨励金や助成金等の金銭的支援」の割合が 12.3 ポイント高

く、「男女が共に活躍できる職場づくりを行う優良企業の表彰、顕彰」の割合が 8.9 ポイン

ト高くなっています。 
 

 

前回調査                           今回調査 

   

  

 

 

  

  

60.8 

33.8 

30.3 

21.0 

20.5 

19.9 

14.5 

6.4 

5.4 

5.2 

4.8 

1.7 

3.1 

65.1

28.4

27.7

21.2

28.4

17.8

10.6

5.1

6.8

6.8

5.5

1.7

1.0

55.3

40.7

33.6

20.8

10.2

22.6

19.5

8.0

3.5

3.1

4.0

1.8

5.8

0 20 40 60 80

保育所、学童保育、介護施設な

どの充実

制度利用企業への奨励金や助成

金等の金銭的支援

男女が共に活躍でき、仕事と家

庭の両立ができる企業の税制・

入札等での優遇

男性の家事・育児・介護等への

参加を促す啓発

再就職女性の積極的活用に向け

た支援

仕事と家庭の両立を可能とする

雇用管理等の事例などの情報提

供

男女が共に活躍できる職場づく

りを行う優良企業の表彰、顕彰

ポジティブ・アクション（男女

労働者間に生じている差の解消

を目指して、事業所が行う自…

事業主等を対象とした法律や制

度及び女性の能力活用のための

講座・研修会の開催

法律や制度、女性の能力活用の

方法等についての情報提供や相

談窓口の充実

労働者・求職者を対象とした職

業意識・能力開発のための講

座・研修会の開催

県民を対象とした固定的な性別

役割分担意識の払拭のための講

座・研修会の開催

その他

全体（N=518）

女性（n=292）

男性（n=226）

(%)
67.6 

38.4 

19.3 

35.4 

27.7 

20.0 

8.6 

9.7 

10.1 

2.0 

3.6 

71.9

35.5

17.9

45.5

28.9

15.6

8.2

9.9

8.1

1.8

2.4

63.1

43.7

20.8

24.9

26.3

24.6

9.1

9.4

12.2

2.2

4.8

020406080

保育所、学童保育、介護施設などの

充実

制度利用企業への奨励金や助成金等

の金銭的支援

男女が共に活躍でき、仕事と家庭の

両立ができる企業の税制・入札等で

の優遇

男性の家事・育児・介護等への参加

を促す啓発

再就職女性の積極的活用に向けた支

援

仕事と家庭の両立を可能とする雇用

管理等の事例などの情報提供

男女が共に活躍できる職場づくりを

行う優良企業の表彰、顕彰

ポジティブ・アクション（男女労働

者間に生じている差の解消を目指し

て、事業所が行う自主的な取組）…

事業主等を対象とした法律や制度及

び女性の能力活用のための講座・研

修会の開催

法律や制度、女性の能力活用の方法

等についての情報提供や相談窓口の

充実

労働者・求職者を対象とした職業意

識・能力開発のための講座・研修会

の開催

県民を対象とした固定的な性別役割

分担意識の払拭のための講座・研修

会の開催

その他

全体（N=2,237）

女性（n=1,147）

男性（n=1,090）

保育所、学童保育、介護施設などの充実 

制度利用企業への奨励金や助成金等の金銭

的支援※ 

男女が共に活躍でき、仕事と家庭の両立が

できる企業の税制・入札等での優遇 

男性の家事・育児・介護等への参加を促す

啓発 

再就職女性の積極的活用に向けた支援 

仕事と家庭の両立を可能とする雇用管理等

の事例などの情報提供 

男女が共に活躍できる職場づくりを行う優

良企業の表彰、顕彰 

ポジティブ・アクション等を効果的に進め

るためのモデル企業の育成※ 

事業主等を対象とした法律や制度及び女性

の能力活用のための講座・研修会の開催 

法律や制度、女性の能力活用の方法等につ

いての情報提供や相談窓口の充実 

労働者・求職者を対象とした職業意識・能

力開発のための講座・研修会の開催 

県民を対象とした固定的な性別役割分担意

識の払拭のための講座・研修会の開催 

その他 

 

(%) 

※前回調査では選択肢なし 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「育児中の柔軟な働き方制度等に関する実態調査」 

（概要版） 
（令和６年１２月） 
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